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本格研究（令和７年度着手）の追加募集案について（概要）

資料２-1
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１．研究開発の分類

短期研究ＦＳ研究本格研究
※令和7年度募集終了

本格研究
（追加募集）

分類

・道路行政の技術開発ニーズに対応する研究開発
・提案型研究開発・以下の研究テーマに関

する研究開発を募集

＜募集研究テーマ＞

道路陥没の被害軽減に
資する技術研究開発

概要

短期小規模なもの
本格研究のFS調査
として実施するもの

従来と同程度の規模のも
の

最大300万円/年最大300万円/年
500万円程度から最大
5,000万円/年

500万円程度から最大
5,000万円/年

研究
規模

１年間程度/回
（同じテーマで連続
２回まで申請可能）

最大１年間程度最大３年間程度最大３年間程度

研究
期間

通年募集し年間4回採択を決定
年間10件程度までの採択を想定

年1回募集し毎年３月頃に
採択を決定
年間5件程度までの採択
を想定

・令和7年5月から6月に
かけて募集し、8月頃に採
択を予定
・3件程度までの採択を想
定

募集・
採択

500万円程度から最大
5,000万円/年
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２．本格研究のスケジュール（公募・審査の手順）（案）

①令和７年度本格研究の追加募集要領・審査要領決定 （第54回新道路技術会議） （４月３０日）

② 令和７年度本格研究追加公募 （5月中旬～6月中旬）

⑤ 令和７年度 本格研究の新規研究採択時評価 （新道路技術会議） （7月下旬頃）
ヒアリング審査の結果を踏まえ、合議により令和７年度新規研究採択を審議・決定。

⑥審議結果の通知及び公表 （会議開催後）

• 結果を問わず、研究代表者に書面にて事務局から通知
• 道路局ホームページ等において、採択された研究（研究テーマ名と応募時の研究概要等）を公表

④ 各分科会（ソフト／ハード）によるヒアリング審査の実施 （7月中旬頃）
• 分科会（ソフト／ハード）毎にヒアリング審査を開催 （１課題あたりの時間は、説明１０分、質疑１０分。）
• 説明・質疑応答を踏まえ、分科会毎に合議により各公募案件の順位付けを行う。

③一次審査の実施 （6月下旬）
• 国交省担当行政官・担当研究官が、評価基準（必要性、有効性、妥当性）に基づき、評価を実施
• 委員からの推薦案件の確認。
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（２）一次審査項目

３．本格研究の審査・評価について（案）

（１）審査の手順

政策テーマ毎に担当行政官と研究官が応募書類に基づき、必要性、有効性、妥当
性の観点から一次審査を実施。一次 審査

一次審査を通過した研究について、各分科会において応募者からヒアリング審査
を実施。ヒアリング審査

ヒアリング審査の結果を踏まえ、新道路技術会議での合議により二次審査を実施。二 次 審 査

応募があった研究開発の審査は一次審査、ヒアリング審査、二次審査の手順で行う（なお、一次審査と並
行して、各委員に応募書類一式を参考送付し、推薦案件の有無を確認予定）。この際、FS研究（R4年度か
ら実施しているFS研究を指す）実施中の研究については、その進捗状況や成果に関する説明を求める。

一次審査項目における必要性、有効性、妥当性の詳細は下表の通りとする。

道路行政の技術開発ニーズに適合しているか・研究に社会的意義があるか社会的意義
研究の

必要性
発想や期待される成果、研究方法にこれまでにない新規性があるか。さらに
新たな政策研究への展開を開けるなどの先導性があるか

科学的・技術的
意義

今後の道路行政に対する実効性のある成果が望めるか実効性研究成果の

有効性 研究開発により、業務の効率性が大幅に向上するか業務の効率性

研究の目的に沿って、研究期間内に目指す目標を達成するために適正か
つ研究規模に応じた実施体制（人員、役割･責任分担、設備、スケジュール、
連携先等）となっているか

実施体制

研究計画の

妥当性
研究成果に見合ったコストとなっており、経費の内容

（外注がある場合はその必要性、範囲等を含め）も適切であるか

費用

ＦＳ研究の進捗状況や成果、または独自の研究の成果等、研究の現在の到
達点を踏まえ、本格研究として想定している成果が望めるか

既存研究の

成果等
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３．本格研究の審査・評価について（案）

（４）研究成果の
評価 • 新道路技術会議は、研究成果の評価を行うため、中間評価及び事後評価を実施する。

• 中間評価については、複数年度にまたがる研究を対象として、研究成果について毎年度、研究の見通し
や進捗、研究の目的に沿って研究期間内に目指す目標の達成状況、研究費の配分や研究継続の妥当
性などについて評価を行い、次年度以降の研究費の適正化を図る。

• 事後評価については、研究期間が終了した研究を対象として、研究代表者から研究成果に関する報告
を求め、研究の目的に沿って研究期間内に目指した目標の達成度や研究成果の活用・発展性、道路政
策の質の向上への反映見込みなどについて評価を行う。

• 研究期間内に目指す目標が変更された場合は、その変更の趣旨を踏まえて評価を行う。

※ 例えば、研究開始後に生じた新たな事実の発見や社会情勢の変化等により、採択時に目指した目標が
変更された場合は、変更後の目標をもとに評価する。

※ 一方、例えば、本人の責により研究の進捗状況が思わしくなく、採択時に目指した目標の達成をあきら
めて、目標が変更された場合は、採択時の目標をもとに評価する。

研究の必要性２０％ 研究成果の有効性６０％ 研究計画の妥当性２０％

（３）一次審査基準 一次審査では、審査基準に沿って下記の重み付けで定量的に評価 。

※令和４年３月から随時募集している「FS・短期研究 募集要領」における審査基準は、「必要性３０％ 有効性５０％ 妥当性２０％」

※
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４．本格研究の採択～評価の流れ（案）

新
規
研
究
採
択
時
評
価

中
間
評
価
（
１
年
目

）

中
間
評
価
（
２
年
目

）

事
後
評
価１年目 ２年目 ３年目

採択～評価の流れ（研究期間３年の場合）

※評価結果により
研究を中止する
場合あり

F
S
研
究

※評価結果により
研究を中止する
場合あり

独
自
の
研
究
後
に

申
請

本格研究


